
福島区長杯に関する要綱 

 

 

 

（目的） 

本要綱は、福島区内におけるスポーツ・レクリエーション等の振興に寄与す

るために開催される大会等（以下「大会」という。）で、福島区長杯の名義を使

用することにより、継続的なスポーツ・レクリエーション等を推奨し、区民等

の生涯を通じての健康の保持・増進に資することを目的とする。 

 

（対象事業） 

第１条 福島区長杯は、区内全域において広く区民が参加できる大会とする。 

 

（承認要件） 

第２条 次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）スポーツ・レクリエーション等の振興に寄与するものであること 

（２）区の行政運営に反しないものであること 

（３）特定の宗教的又は政治的色彩を有しないものであること 

（４）公序良俗に反しないもので、その他社会的な非難を受けるおそれのない

ものであること 

（５）開催場所は公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じ

られていること 

（６）主催者において確実な運営及び厳正な審査が行われること 

 

（申請） 

第３条 福島区長杯を実施しようとするもの（以下「申請者」という。）は、福

島区長杯名義使用申請書（様式１）に、大会概要を記載した書類を添え

て、大会実施の２ヶ月前までに福島区長に申請しなければならない。 

 

（決定） 

第４条 福島区長は、申請を受けたときは、名義使用の適否を審査し、適当と認

めたときは、この申請者に通知するものとする。 

 

（継続した大会における名義使用） 

第５条 継続した大会において、福島区長杯の名義を使用し、一度決定通知を受

けた大会については、概要が大きく変わらない場合に限り、継続して使



用することができる。 

（賞状） 

第６条 主催者が賞状を準備したものについては、区長公印を押印することがで

きる。 

 

附則 

 この要綱は平成２６年２月１日から施行する。 

 


